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　昨年、町内で起きた火災２０
件のうち、建物火災は平成14年
の火災件数に匹敵する１１件を
数え、全体の55％を占めていま
す。この内、住宅（併用住宅含
む）からは６件火災が発生して
おり、り災者は7世帯１7人と大
幅に増加し、１２月には死者が
出る痛ましい惨事も起きまし
た。

　火災の原因は、住宅の場合「電灯配線」「火遊び」、車では「ブレーキの
摩擦熱」「エンジンの過熱」などで発生しています。火災の多くはちょっと
目を離した、ついうっかりしたなど不注意から発生することがほとんどで
す。普段から防火意識・防火対策に努めることが必要です。
　また、放火による火災も２件発生しており、個人や町内会で、放火され
にくい環境づくりの取り組みが大切です。
　みなさんは普段から十分に気をつけて
いることでしょうが、再度確認してみま
しょう。
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�
ス
ト
ー
ブ
を
カ
ー
テ
ン
の
近
く
に
置
い
て
い
な
い
。

�
外
出
す
る
と
き
や
寝
る
と
き
は
、
火
を
消
し
て
い
る
。

�
給
油
は
火
を
消
し
て
か
ら
行
っ
て
い
る
。
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�
子
ど
も
の
目
の
付
く
と
こ
ろ
に
マ
ッ
チ
や
ラ
イ

タ
ー
を
置
い
て
い
な
い
。

�
花
火
遊
び
は
水
バ
ケ
ツ
の
用
意
と

　

大
人
が
つ
い
て
い
る
。

�
火
の
大
切
さ
や
恐
ろ
し
さ
を

　

教
え
て
い
る
。
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�
タ
コ
足
配
線
を
し
て
い
な
い
。

�
電
気
器
具
の
使
用
後
は
プ
ラ
グ
を
抜
い
て
い
る
。

�
電
気
コ
ー
ド
を
束
ね
て
い
な
い
。

�
コ
ン
セ
ン
ト
プ
ラ
グ
の
ほ
こ
り
を
掃
除
し
て
い
る
。
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1432���

142���

383121���

16,1251���

51���

601���

7561���

6,2761����

1851����

1118,5005����
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2放火
2火遊び
1電灯配線
1焼却炉
1火入れ
1内燃機関
1灯火
1電気機器
1煙突
5その他
4不明
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�
タ
バ
コ
は
灰
皿
の
あ
る
と
こ
ろ
で
吸
っ
て
い
る
。

�
吸
殻
が
完
全
に
消
え
た
の
を
確
認
し
て
い
る
。

�
寝
た
ば
こ
は
し
て
い
な
い
。

�
灰
皿
に
は
、
水
を
入
れ
て
い
る
。
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ガ
ス
コ
ン
ロ
の
周
り
に
燃
え
や
す
い

　

物
を
置
い
て
い
な
い
。

�
ガ
ス
の
ゴ
ム
管
に
ひ
び
が
入
っ
て
い

　

な
い
。

�
電
話
や
来
客
で
そ
の
場
を
離
れ
る
と

　

き
は
必
ず
火
を
消
し
て
い
る
。

�
使
用
後
は
ガ
ス
の
元
栓
を
締
め
る
。
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　西保育所幼年消防クラブの児童
４５人を招いて防火啓発。「火遊びは
しません！」と元気に誓った後は、
「ニモの滑り台」で大はしゃぎ。

　当別消防署に小型動力ポンプ付
水槽車が更新配備。
　１０トンの水を積載でき、火災発生時にはポ
ンプ車と出動して水を供給します。単独での
放水や動力ポンプで水源から水を汲み上げる
ことも可能です。

�
�

▼��　当別消防署警防課救急係（�３－２５３７）

　当別消防署では、救命手当の方法を指導する
講習を実施しています。
����毎月第４日曜日、１３時～１６時
����当別消防署（錦町）
����心肺蘇生法・止血法など
�一度受講した方は、２年毎に再講習を受ける
ことをお勧めします。
�各種団体・町内会などグループでの申し込みの
場合、受講希望日に実施することもできます。
（講師の派遣も行っています。）
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出
動
件
数
は
６
９
３
件
、
病
院
に
搬
送

さ
れ
た
人
数
は
６
７
４
人
、
救
急
隊
員
が

心
肺
蘇
生
（
＝
心
臓

マ
ッ
サ
ー
ジ
・
人
工

呼
吸
）
を
行
っ
た
件

数
は　

件
（
前
年
比

１８

＝
出
動
件
数　

件
・

１６

搬
送
人
員　

人
・
心

２１

肺
蘇
生
件
数
４
件

の
増
）
で
し
た
。

　

病
気
な
ど
の
急
病
が
３
９
５
件
で
出
動

の
約
半
数
を
占
め
て
お
り
、
次
に
交
通
事

故
の　

件
、
一
般
負
傷
の　

件
と
な
っ
て

９９

８８

い
ま
す
。
救
急
隊
員
が
心
肺
蘇
生
を
行
っ

た　

件
の
内
７
件
は
救
急
車
（
救
急
隊
員
）

１８

が
到
着
す
る
ま

で
の
間
、
家
族
な

ど
か
ら
「
心
臓

マ
ッ
サ
ー
ジ
」
や

「
人
工
呼
吸
」
等

の
救
命
手
当
を

受
け
て
い
ま
し

た
。
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　病気や事故などの原因で心臓や呼吸が停止し
た方に、救急車（救急隊員）が到着するまでの間、
心臓マッサージや人工呼吸等の救命手当をすれ
ば、命が助かる可能性が極めて高くなります。
　また、１１９番通報で「心臓や呼吸が停止した」
と思われる通報内容の場合、消防署の指令員が
口頭による救命手当の指導をしています。
　大切な命を救うため、適切な救命手当を身に
付けましょう。
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２
町
村
に
よ
る
法
定
合
併
協
議
会
（
以

下
「
協
議
会
」
と
い
う
。）
の
設
置
に
向
け
、

３
月
に
開
会
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
定
例
議

会
に
関
係
議
案
を
提
出
す
る
こ
と
で
、
合

意
し
ま
し
た
。

　

会
談
で
は
、
①
対
等
合
併　

②
事
務
所

（
役
場
）
を
当
別
町
に
置
く　

③
新
町
の

名
称
は
公
募
す
る
な
ど
、
昨
年
の
任
意
合

併
協
議
会
で
話
し
合
っ
た
方
針
を
継
続
さ

せ
る
こ
と
と
し
、
３
月　

日
に
は
協
議
会

１２

設
置
の
調
印
を
、
同
月
末
頃
に
は
第
１
回

協
議
会
を
開
催
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。

　

2
月
１
日
に
月
形
町
に
お
い
て
実
施
さ

れ
た
住
民
投
票
結
果
〔
投
票
率
は　

・　
８４

７９

％
。
合
併
（　

・
６
％
）
が
自
立
（　

・

５６

４３

４
％
）
を
上
回
る
〕
を
踏
ま
え
、
合
併
を

目
指
す
旨
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
が
、
合

併
協
議
の
相
手
方
は
議
会
と
協
議
し
て
決

め
る
と
の
こ
と
で
、
こ
の
時
点
で
は
当
協

議
会
へ
の
参
加
表
明
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

月
形
町
が
合
併
協
議
の
相
手
方
に
当
別

町
と
新
篠
津
村
を
選
択
し
た
旨
の
説
明
を

受
け
ま
し
た
。

　

当
別
町
長
は
「
元
々
３
町
村
の
組
み
合

わ
せ
は
好
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
が
、
３

月
に
新
篠
津
村
と
協
議
会
設
置
を
予
定
し

て
お
り
、
住
民
や
議
会
に
対
す
る
説
明
と

理
解
を
得
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
協
議
会

設
置
の
準
備
や
予
算
の
組
み
替
え
の
時
間

が
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
３
町
村
が
同
時

に
協
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
」
と
伝
え
、
当
別
町
と
新
篠
津
村
に
よ

る
協
議
会
設
置
後
、
月
形
町
民
の
合
意
を

も
と
に
当
別
町
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
の

で
あ
れ
ば
、
月
形
町
の
参
加
を
前
向
き
に

考
え
た
い
旨
の
説
明
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で

す
。

　

住
民
説
明
会
の
中
で
月
形
町
長
が
「
対

等
合
併
が
可
能
で
あ
る
」な
ど
を
理
由
に
、

空
知
地
区
で
は
な
く
当
別
町
、
新
篠
津
村

と
合
併
協
議
を
進
め
る
こ
と
を
表
明
、
月

形
町
民
に
理
解
と
協
力
を
求
め
ま
し
た
。

　

月
形
町
長
か
ら
「　

日
の
住
民
説
明
会

１５

に
お
い
て
『
誠
意
を
持
っ
て
当
別
町
と
新

篠
津
村
と
の
合
併
協
議
に
加
わ
る
べ
き
』

と
の
町
民
の
意
見
が
多
く
、
３
月
設
置
予

定
の
協
議
会
に
当
初
か
ら
参
加
し
た
い

が
、
そ
れ
ぞ
れ
事
情
が
あ
る
の
で
お
任
せ

し
た
い
」
と
の
申
し
出
が
あ
り
、
当
別
町

長
は
新
篠
津
村
長
と
相
談
す
る
こ
と
を
伝

え
ま
し
た
。
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　今日は２と９で当別町の�ふ �く ろうの日である。
　本通りの「あえーる」で朝からふくろうの会
の人達が童謡を歌う会など楽しい企画をしてい
た。ふくろうグッズも今年は札幌の土産物店に
もないものがあった。
　三年間でふくろうの会はいろんな活動をして
随分発展していると思う。
　私の方は三年目の予算編成に益々悩んでい
る。過去の事業費で町の借金返済は平成１９年
迄増えつづけるのに国からの交付金は容赦なく
減ってくるからタマラナイ。
　今朝。朝礼で今年の予算編成で当別町はつい
に基金（預金）０になる。もし今年大災害でも
あったら大変な状況である。それでもまだ５～
６千万円不足で予算が編成出来ない。もうどう
しようもないから職員の給与を減らす事をガマ
ンしてほしいと話した。
　町長室の前でマイクを使って話した。
　二階の目の前の職員はみんな首を下げてし
まった。私の顔を見る者はいなくなった。
　一階と三階の職員はどんな顔をしていただろ
うか？声に出せない失望と腹立たしさを感じて
いる姿を想像しながら、それでも仕事は今まで
以上してほしいと話している私の言葉にどれほ
どの説得力があっただろうか？
　初めて町議選に出た時、知らない老人から「あ
んた泉�さんの孫じゃろう。昔あんたとこのお
ばあちゃんからカボチャだんごもらった事が
あった。食べ物がない時代でうちの子が喜んだ
事忘れとらん。恩返しするわ」と云われた事が
あった。
　今でもやさしい祖母だったと思い出す事があ
る。その孫の私が今、鬼になっている。
　節分の晩“鬼は外”と豆をまいて後から自分
で一粒づつ拾ったせいでもあるまいが。
　　　　　　　でもふくろうは知恵と勇気の神
様だと云う。今日はふくろうの会の人達に少な
くとも“勇気”はもらった気がする。

　現在、町内各地域ではみなさんの努力で美しいまちづくり

が進められて、少しずつその成果が現れてきています。

　しかし、こうした活動には時間、労力、経費もかかること

から、地域のみなさんの負担は避けられないのが現状です。

　そこで、町は「美しいまち当別をみんなでつくる条例」に

基づき、住民の自主的な活動に対する支援として�����
��������	
を交付しています。

　　昨年の広報１１月号でもご紹介しましたが、平成

　　１５年度は７つの団体が補助金の交付を受け美し

　　いまちづくり活動に取り組みました。

������　　　　　　　　　　　　　　　　　
���������	
��

（町道・町河川における植栽や花壇づくりなど）

���������	
�

（屋敷林など、農村地域で景観形成に資する樹木の植栽）

�������������������	
������

��������	

　　国、北海道などから補助金を受けている事業や

　　営利目的とみなされる事業は対象外です。

��������	　　　　　　　　　　　　　　
�����事業費の２分の１以内（限度額３０万円）

������原則２カ年（最大３カ年）

����　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�美しいまちづくり活動に取り組む町内会または任意団体。

 　　������������������

　どんな小さな活動でも結

構です。まずは下記担当ま

でお問い合わせください。

　その際、詳しい説明と申

請用紙を配布します。

　

　　担当　まちづくり推進課・�3－3073/�5－5555　　
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　実行委員会が主催し、約６０団体の協賛を得て阿蘇公園を中心に開催された「第２２回あそ雪の広場」。　
　町建設協会が製作した巨大ふくろうの滑り台に終日子ども達の歓声が上がり、各団体が製作した雪像が会
場を取り巻き、２日間で延べ１万人が冬のイベントを楽しみました。
　特設ステージでは、子どもジャズダンスの発表とふとみ元風会のヨサコイソーランの寒さを吹き飛ばす元
気な踊りの披露や、雪像をバックに冬の夜空を彩る花火大会などが行われ、飲食コーナーでは、いも団子汁
やそば・うどんなど温かい食べ物で体を温める人達であふれました。
「 躍動 」がテーマの雪像コンクール表彰式には個人や団体が作った雪像１４点が

お ど る

スクリーンで紹介され、大賞には河村工業㈱が製作した「龍」が選ばれました。
　２日目は、降りしきる雨で舗装道路が顔をのぞく中、シャンシャン馬ソリの
阿蘇公園会場からまちの駅「アウル」までの運行やスノーモビル試乗に子ども
達の人気が集まり、何回も列に並ぶ姿が見られました。閉会式後に行われた恒
例の餅まちには、子どもも大人も夢中に餅を拾い冬の祭典が終了しました。
(２月１４日・１５日）　
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　南季節保育所（川村あつ子所長・３０人）
の児童達は、保育士が扮した鬼に向かって
「鬼は外！」と元気な声で豆を勢いよくぶ
つけて鬼退治。鬼に驚いて逃げ出す子がい
るなどホール内はにぎやかでした。
　また、ティッシュの箱や紙袋の面をか
ぶったちびっこ鬼が、保育士のぶつける豆
に「泣き虫鬼・いいつけ鬼いなくなれ」と
悪い鬼を追い払いました。（２月３日）

��������	
���

　当別ふくろうの会（大津正一会長）が２月９日をふくろう記念日
として１週間開催した今年で３回目の「当別ふくろう展」。「あえ～
る」会場には、ふくろうにちなんだ写真や彫刻、小物など、当別郵
便局会場には、渡辺�幸さん（札幌市在住）のコレクションした８００
点にも及ぶふくろうグッズが展示されました。
　また、１１日には「あえ～る」２階会場で「童謡、唱歌を歌いま
しょう」が開催されました。参加した町民は、歌にまつわるエピ
ソードと共に「どんぐりころころ」や「ふるさと」などの童謡を、
なるさわゆみさん（アコーディオン奏者）の伴奏に合わせて歌い、
昔を懐かしみました。（２月９日～15日）
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　JA北いしかり西当別ブロック女性部（石田まさ子部長）は初めて
味噌づくりに取り組みました。
　今回挑戦した無添加の自家製味噌は獅子内の大豆と高岡のお米で
作ったこうじを使用しており、圧力鍋でふっくら茹で上がった大豆
をすりつぶし、こうじと混ぜて専用容器に仕込みました。半年ほど
寝かすと程よく出来あがるそうで、参加した女性部員も「半年後が
楽しみ」と、自家製味噌の仕込みに満足げでした。(２月１２日)

���������	

　町内で電気管理技術事務所を
経営している宮中邦夫さん（西
町）が、電気設備保安管理業務
におけるＩＳＯ９００１（品質マネ
ジメントシステムの国際規格）
を取得しました。
　町内外個人事業主１５人でグ

ループを結成して宮中さんが代表を勤め、昨年の８月から週１
回の会議を重ね、１月に審査登録機関「ＴＱＣＳＩ」の最終審
査に合格し今回の取得となりました。
　グループ取得は道内では初めてで、全国でも数件の取得実績
があるだけです。
　取得にあたっては、グループの優位性を活かし各個人が持っ
ている知識を最大限活用し、品質マニュアルや文書管理手順書
を綿密に議論しながら作成しました。
　宮中さんは「より良いサービスを目指している。取得が目的
でなくスタートと思っている。今後もお客さんの視点で仕事を
したい」と話していました。（２月１０日）
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�～町内全

ての土地または家屋の価格が縦覧

できます。

　同時に町内に土地・家屋・償却

資産を所有している方は、固定資

産税課税台帳の閲覧ができます。

▼�����４月１日～６月３０日

（土・日曜、祝日は除く。）

▼��　８時４５分～１７時１５分

▼�������　税務課資産税

係（�３－２３３３）

�� ������

�������
��������	
��

������

①「障害者有料道路通行料金割引

　証綴」が平成16年5月31日で使　

用できなくなりますので、継続　

を希望する方は、この日までに　

新たな申請手続きが必要です。

②有効期限が設定され、申請時か

　ら2回目の誕生日までの期限と

　なります。

③手帳に新たに有効期限などの記

　載がされ、高速道路料金支払時

　に係員に提示することで、料金

　割引（半額）が受けられます。

④ETC（自動料金支払システム） 

　の利用も可能になります。上記

　同様、申請手続きが必要です。

▼���������～身体障害

者手帳の交付を受けている全ての方 

��������	
����

���～身体障害者手帳「第１種」

または療育手帳「A」判定の交付

を受けている方

����������	
���

�������������

　現在、国や都道府県は、インターネットを通じて様々な申請や届け出な
どの行政手続きができるよう、オンライン化の取り組みを進めています。
　公的個人認証サービスは、このような電子申請などにおいて、他人に
よる成りすましや改ざんを防ぐ確かな本人確認手段である電子署名を、
どなたでも安く利用できるようにするサービスです。
　利用者は、電子署名に利用する電子証明書の発行を、市町村窓口で受
けることができます。
■��������	
�����■
��������	
������������

（事前に交付を受けてください。申請から交付まで約２週間、有料）
��������	
�������
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　詳しくは、次のホームページで紹介さ
れていますので、ご覧ください。
○公的個人認証サービスポータルサイト
　http://www.jpki.go.jp 
○北海道総合企画部ＩＴ推進室
　http://www.pref.hokkaido.jp/skikaku/sk-jkkku/index.htm
▼������　住民生活課戸籍住民係（�３－２４６３）
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　課税事業者は消費者に対して商品の販売やサービスを提供する際の
「値札」や「商品広告」などの価格表示を行う場合は、消費税相当額
を含んだ支払い総額の表示が義務付けられます。

���������	
���������

◆��������	
�����
　簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上
高の上限が5,000万円（現行２億円）に引き下げられます。
◆��������	
�　　
　納税義務が免除される課税売上高の上限が1,000万円（現行3,000万
円）に引き下げられます。
　平成15年度分の課税売上高が1,000万円を越えた場合、平成17年分
は消費税課税事業者となります。（課税対象になる基準期間は、その
年の前々年となります。）
　なお、消費税課税事業者となった場合には「消費税課税事業者届出
書」を提出する必要があります。

　詳しくは、������（�０１１－７０７－５１１１）へ。
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　町では、介護保険

の要介護（要支援）

認定申請者に対す

る訪問調査業務に

従事する「介護認定

調査員」と、介護サービス計画業

務に従事する「介護支援専門員」

を募集します。

▼����　介護支援専門員の資

格を有する満50歳未満で普通自動

車運転免許所持者。

▼����　介護認定調査員１

名・介護支援専門員１名

▼����　4月1日から平成17年

3月31日まで

▼����　月～金曜の8時45分

～17時15分の内、週29時間以内

▼���　ゆとろ（西町）

▼����　170,700円

▼����　履歴書・本人の住民

票・介護支援専門員の資格を証明

する書類・運転免許証

▼����　3月17日（水）

▼������　福祉課介護サー

ビス係（「ゆとろ」内・� ３－3029）

�� ��

��������	
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▼����　ホームヘルパー２級

以上の有資格者。

▼����　２名

▼����　４月２日～平成１７年

３月３０日

▼����　原則月～金曜の８時

１５分～１５時の内、週２９時間以内

▼���　当別小学校（元町）・西

当別小学校（太美町）

▼����　特殊学級に在籍する

児童の介助

▼����　139,500円

▼����　履歴書・資格証明書・

本人の住民票

���������

▼����　幼稚園教諭２種免許

以上の有資格者で経験がある方。

▼����　３名

▼����　４月１日～平成１７年

３月３１日

▼����　原則月～金曜の８時

１５分～１５時の内、週２９時間以内

▼���　当別幼稚園（元町）・鉄

北幼稚園（北栄町）

▼����　代替教諭、補助教諭

▼����　148,500円

▼����　履歴書・免許書の写

し・本人の住民票

��������

▼����　１名

▼����　４月１日～平成１７年

３月３１日

▼����　原則月～金曜の７時

５０分～１４時４５分の内、週２９時

間以内

▼���　当別小学校（元町）

▼����　学校事務補助

▼����　126,200円

▼����　履歴書・本人の住民票

����

�����　３月１７日（水）

�������　町教委管理課学

校教育係（�３－２６８９）

　町では、生涯を通じて心身と

もに健やかで豊かな生活を送る

ことができる地域・環境づくりの

ための計画を作成します。

　健康づくりに関心があり、ボ
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　町教委では、町民のスポーツに

関する指導・助言やスポーツ組織

の育成など、スポーツコーディ

ネーターとして活躍していただ

く、「当別町体育指導委員」を募集

します。

▼����　１１名

▼����　総合体育館に備え付

けの応募用紙に必要事項を記入の

上、提出してください。

▼����　３月１９日（金）

▼������　町教委社会教育

課スポーツ振興係（「総合体育館」

内・�２－３８３３）

ランティアとして計画策定に参

加できる方を募集します。

▼����　２名

▼����　３月１９日（金）

▼����　氏名・住所・年齢・

性別・電話番号を明記の上、健康

づくりに関する感想を添えて応

募してください。

▼������　福祉課保健サー

ビス係（「ゆとろ」内・�３－２３４６）

　４月以降に総合
体育館の定期利用
を希望する団体は、
クラブ登録の手続
きをお願いします。
　総合体育館に備え付けの登録用
紙に必要事項を記入の上、提出し
てください。
�������　総合体育館（�
２－3833）

���������	
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�健康保険証と印鑑
�身体障害者手帳ま
たは療育手帳

①身体障害者1級・2級・3級（心臓・腎臓・呼吸器・ぼ
うこう・直腸・小腸または、人免疫不全ウイルスによ
り免疫機能が該当。）の障害がある方。

②療育手帳「Ａ」判定の方。
③精神科医から「重度知的障害者」と診断された方。

��������

�健康保険証と印鑑
�児童扶養手当証書
または戸籍謄本

①父親がいない（行方不明なども含む）または、重度心
身障害者などの父親を持つ家庭の母親と児童。

②両親のいない児童。
※児童（20歳未満）は入院と通院が助成対象。（18歳以
上の児童は在学証明書などが必要。）

※母親は入院のみ助成対象。

�������

※��ともに所得による制限があります。
　（�ついては、前夫からの「養育費」も所得金額に加算されます。）
※平成１５年１月１日の時点で当別町に住民登録がない方は「所得証明書」が必要。
※すでに医療費の助成を受けている方で次の場合は、必ず届け出が必要です。
　①健康保険証が変更になったとき　②他の市町村に転出する時　③転居したとき
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���������	～当別町の

「老人医療費助成制度」が適用さ

れる68歳と69歳の住民税非課税世

帯の方。

�����～道の「老人医療費助

成制度」が適用される65歳から69

歳の方。

▼��　福祉課福祉係（「ゆとろ」

内・�３－３０１９）　

　老人保健法などの対象になる方

が、次の表の要件に該当するとき

は、必ず届け出をお願いします。

��������～老人保健法が

適用される昭和7年9月30日以前に

生まれた方または、６５歳以上７５歳

未満で障害認定を受けている方。

��������　　　　　�������

14日以内

健康保険証など

①健康保険未加入者が健康保険に加入したとき
②他市町村から転入したとき
③健康保険が変わったとき
④健康保険の被保険者等が変わったとき

医療受給者証（健
康手帳）など

⑤氏名を変更したとき
⑥同じ市町村内で住所を変更したとき
⑦死亡したとき（死亡の届出義務者）

医療受給者証（健
康手帳）・健康保
険証など

⑧国保加入者が入院のため、他市町村の病
　院等に住所を変更したとき（居住地特例）

すみやかに

⑨居住地特例に該当しなくなったとき

医療受給者証（健
康手帳）など

⑩医療保険加入者でなくなったとき
⑪他市町村に転出するとき
⑫障害の状態に該当しなくなったとき
��������	
����������������������
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「神経芽細胞腫検査の効果が明

確でない」との厚生労働省からの

報告を受け、道では平成16年度

から検査事業を休止することに

なりました。詳しい内容は、下

記のホームページで確認ができ

ます。

　保護者の方は、お子さんの状

態について普段と違うことや気

になることがありましたら、か

かりつけの小児科にご相談くだ

さい。　

▼���　江別保健所健康増進

課健康増進係（江別市錦町４番地

１・�011－383－2111）

http://www.pref.hokkaido.jp/

hfukusi/hf-ebeth/index99.html

���
���

������������������

� � ��������

�������� ����������������������	�
����������

���������	
��
�
�������������		
�����



�� ��������

�� ��

��������	

��������	
����

���������

細胞診
（必要者に体部がん検診）30歳以上

����

視診・触診���

バリウムによるX線撮影35歳以上���

胸部X線撮影
（必要者に喀たん検査）

16歳以上���

便の潜血反応検査
（事前に検査セットを郵送します）

40歳以上����

X線による腕の骨密度測定30～59歳������

超音波による子宮筋腫などの確認
30歳以上の
希望者

�����

X線による乳房の撮影（2年に1回）
40歳以上の
希望者

��������

　町では、次の検診を実施しま

す。　事前に電話か窓口で申し込

みの上、受診してください。

�������������

�����：バスで対がん協会ま

で送迎します。

��������

��������４月５日（月）・５

月１１日（火）・６月１０日（木）・７

月７日（水）・１２月３日（金）・１７

年３月２日（水）・３月４日（金）

��������	
��


������４月６日（火）・

６月１１日（金）・７月８日（木）・

11月１０日（水）

�����　7時20分～8時

���������	
���

������４月１日(木）～３月

31日（木）

�����　8時30分～11時、1３

時～１４時（胃がん検診は、午前中

のみ）

����　北海道対が

ん協会札幌検診セン

ター（札幌市東区北２６

条東１４丁目）

�������　福祉課保健サー

ビス係（「ゆとろ」内・�３－２３４６）

　病人やけが人が高額な医療費を

負担することなく、加入者全員で助

け合い、受診者が経済的に安心でき

るために保険医療制度があります。

　その保険医療制度を支えるため

社会保険加入者は給料から天引き

される社会保険料を収めますが、

国民健康保険に加入している人は

国民健康保険税を納めなければな

りません。

　��������	
����

��������	
����

��������	
����

��������	�
��

　また、納税が困難な場合は税務

課納税係で納税相談を行っていま

す。納税相談が無いまま未納にし

ていた場合は、保険証の有効期限

が３カ月の短期被保険者証の交付

や保険給付が受けられない資格証

明書が交付されることになるの

で、納税が困難な方は相談してく

ださい。

　詳細は国保年金係へ問い合わせ

ください。（�３－２４６７）
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　社会保険事務所では年金相談を

専用電話でお受けする「年金電話

相談センター」を開設しました。

どうぞお気軽にご利用ください。

��������������
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　あなたやあなたの家族を守るた

めにも国民年金保険料は忘れずに

納めましょう。毎月の保険料は翌

月末日の納付期限までに納めなけ

れば、思わぬ事故などで障害が

残ったり、一家の働き手が亡く

なったときに障害基礎年金や遺族

基礎年金が受けられない場合があ

ります。　

　また、納付期限から２年間を過

ぎると納付することができなくな

り、将来受け取る老齢基礎年金の

年金額が少なくなったり、受けら

れない場合があります。

��������	

　3月10日・２4日の水曜日
　役場1階国保年金係へお気　
軽にお越しください。
��������	


��　札幌北社会保険事務所
��　3月19日（金）
　　　１０時～１５時
��　商工会館（錦町）

　保険料の納付は、社会保険庁か

ら送付される「納付書」で納付期

限までに金融機関・郵便局または

社会保険事務所で納めてくださ

い。また、保険料の納付には口座

振替を利用されると便利です。
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　当別町生活改善実践グループ連

絡協議会では、当別産の大粒大豆

を使った豆腐作りを行います。

▼��　町内在住で、食と農に関

心のある方。

▼��　３月２６日（金）　９時４５

分～１２時

▼��　白樺コミセン（白樺町）

▼��　豆腐づくり実習、試食・

懇談会。

▼��　２５人

▼���　１００円

▼����エプロン、頭巾、筆記

用具を持参してください。

▼����　３月１０日（水）

▼������　同協議会事務局

（宮本早苗・�/�６－２３６３また

は、川口紀恵子・�/�２－3174）

へ。
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��������
��������	��
���

��������

�����

大人（高校生以上）1,500円
障害者手帳持参者７００円
中学生以下７００円
（３歳未満は無料）
�������

あえ～る・ゆうゆう24ほか
����

ゆうゆう24（�3－1909）
宮中（�2－4032）
千葉（�090－2075－6057）
����������	
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　町内の理容店では、犯罪からの一時避難所として
「こども・女性１１０番」の看板を掲げています。こ
れは、全国理容生活衛生同業組合連合会が全国的に
取り組む事業で、当別理容組合（�橋睦志組合長）

も賛同し、平成１４年度から町内加盟店に看板を配布しました。
　現在、町では町内363件に「こども１１０番のいえ」を設置してい
ますが、いざと言うときは、この看板がある理容店にも避難するこ
とができます。
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　日本棋院当別支部（袖山貢支部
長）では、１６年度の「初心者囲碁
教室」を開きます。
　囲碁を始めてみたい方・興味の
ある方は、気軽に参加ください。
���　初心者・初級者（子供か
ら大人まで。）
���　毎週土曜　13時～16時。

���　白樺コミ
セン（白樺白樺町町））
����　４月３日（土）～～
����　無料
������　佐々木（�090－
1522－3001）
���������	
��

http://www12.plala.or.jp/yukun514/

　３月は「音楽良法」と題し、
インター音楽学院、横山正勝さ
んを講師に迎え、音楽による介
護者のリフレッシュと癒しの講
話を行います。質問、交流の場
も設けますので、どうぞご参加
ください。

������������

������������
���　無料
����　３月１２日（金）
���　同会事務局（「社会福祉協議
会」内　佐々木・�２－２３０１）へ。
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　ぼけ老人と共に歩む会では、介護に携わる方の交流の場として
「介護者の集い」を開催します。

　町社会福祉協議会では、ボランティア実践者と町民が集まり、情
報交換や交流を通じて、ボランティアの活動ネットワークを充実さ
せるため「ボランティアの集い」を開催します。
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���　500円（昼食費含む）
���　町ボランティアセンター
（「社会福祉協議会」内　木村・�
２－２３０１）へ。
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�家電リサイクル法により処分をする方が費用負担をし
なければなりません。

�処分をする場合は家電販売店などに問い合せください。

���������	
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�������

��������	
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��������	
���������������

������（�3－2503）

��������������������������

0.6
0.015

0.0097/23～24当別町
����

������

�������

0.02210/21～22江別市

0.006
0.0077/23～24当別町

����
0.00610/21～22江別市

1000
0.14

0.167/23当別町
����

������

������

0.1210/21江別市

1.07
1.207/23当別町

����
0.9310/21江別市

10※0.61
0.788/6当別町����

������

������

������ 0.449/24江別市

　江別市と当別町が公害防止協定

に基づき実施した平成１５年度ダ

イオキシン類の測定結果をお知ら

せします。

▼����

��������　

�� ��

��������	
��
��������	
��

・太美地区　太美汚水処理センター

・川下地区　八幡第一排水機場

�����　八幡最終処分場

（当別町と江別市が同位置でそれ

ぞれ測定。）

▼����　表のとおり

▼��　環境対策課環境対策係

（�３－２５０３）

※最終処分場の管理基準　　���������	
������

�� ��

��������	
��
��������	


▼����

　町民また

は町内に通

勤･通学している方。

▼������）　年額ひとり1口

360円（2口まで。）

▼��������	
�

　自動車･オートバイ･自転車な

どに乗っていての事故、歩行中の

車両との事故のとき。

▼��������	
��

◎死亡・後遺症傷害～100万円

◎けが～治療期間に応じ、５千円

から12万円までの８段階に区分。

▼����　4月1日から（1年間）

▼����　3月1日（月）から

▼����　

①住民生活課住民生活係（役場）

②福祉課福祉係（ゆとろ）

③太美出張所（太美郵便局内）

※例年、実施している出張受付は

行いません。

��������	
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　北石狩農協の本所または西当

別支所の口座振替・組勘を利用す

る方は、3月15日（月）までに住

民生活課住民生活係へ申し込み

ください。

▼��　住民生活課住民生活係

（�３－３２０９）

　屋根からの落雪による事故発生
が心配される季節になりました。
　歩行者は、落雪が予想される付
近の通行を避けましょう。
　また、建物の所有者は、次のこと
に気を付けましょう。
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▼
寒
修
行
の
浄
財
の
一
部
と
し
て
全
久
寺
婦

人
会
寒
修
行
者
一
同
か
ら　

万
円

２０

▼
荒
木�
美
子
さ
ん（
園
生
）か
ら
５
万
円

▼
清
造
良
文
さ
ん（
北
広
島
市
）か
ら
５
万
円

▼
高
田
ヤ
ヱ
さ
ん（
樺
戸
町
）か
ら
タ
オ
ル　

　

枚
・
石
鹸　

個

２０

５４

▼
松
木
久
仁
さ
ん（
弁
華
別
）か
ら
マ
ス
コ
ッ

ト　

個
・
お
手
玉
１
０
１
個

５０
▼
社
協「
愛
の
小
箱
」設
置
箇
所
よ
り

◎
太
美
郵
便
局（
太
美
町
）５
、８
０
６
円

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

▼
渡
辺
留
雄
さ
ん（
樺
戸
町
）か
ら
３
万
円

▼
匿
名
の
方
か
ら
４
、７
９
５
円

�������������

�6104����

000�����

�41410�����
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い
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三
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清
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藤
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女女男女男女男女女男女男

���������	
�	

　��������	
★事故発生時、シートベルト非着用
だったドライバーの死亡率は着用
者の２０倍以上、助手席では着用者
の１０倍以上、後席の非着用者でも
６倍以上になります。
����������	
���

　��������	
�
★夜間の事故を防止するため、夜光
反射材を活用し、車からよく見え
るように努めましょう。
�����������	


　�������
★ドライバー自身が飲酒運転をしな
いことは常識ですが、周りの人も、
ドライバーにお酒をすすめたりし
ないのはもちろん、ドライバーが
お酒を飲もうとしたら止めるなど
して、飲酒運転を追放しましょう。
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勝��
    

さ
ん
（
下
川
町
）

し
ょ
う
き

　

平
成　

年
２
月　

日
逝
去
（　

歳
）

１６

１１

７９

　

昭
和　

年
町
政
功
労
者
賞
受
賞

５８

�
�
　

民
生
委
員
と
し
て　

年
間
、
農
業
委

１２

員
会
委
員
と
し
て
９
年
間
、
ま
た
、
昭
和　
５８

年
か
ら　

年
間
文
化
財
調
査
審
議
会
委
員
と

１６

し
て
町
政
発
展
の
た
め
に
寄
与
さ
れ
ま
し

た
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　

北
海
道
で
初
め
て
の
酒
造
用
米
「 
初
雫 
」
が

は
つ
し
ず
く

美
味
し
い
お
酒
に
変
わ
っ
て
い
く
行
程
を
、

１
年
を
と
お
し
て
体
験
で
き
ま
す
。
春
の
田

植
え
か
ら
一
緒
に
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
新

春
に
美
味
し
い
お
酒
が
出
来
る
ま
で
を
楽
し

く
体
験
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
��
�
�

�
�
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�
　
　

組
（
一
組
は
４
名
ま
で
）

３０

�
�
�
�
　

年
齢
・
性
別
問
い
ま
せ
ん
。

（
家
族
・
仲
間
同
士
・
学
生
な
ど
）

�
�
�
�
　

一
組
1
０
、
0
0
0
円

�
�
�
�
�
　
�
�
〜
田
植
え
実
習　
�
�

〜
稲
刈
り
実
習　

��
〜
初
搾
り
見
学　

�

�
〜
瓶
詰
め
オ
リ
ジ
ナ
ル
シ
ー
ル
を
貼
っ
て

出
来
あ
が
り

�
�
�
�
　
　

北
い
し
か
り
本
所
米
麦
課（�

JA

３
―
2
5
3
0
/�
2
―
0
7
1
1
）

�
�
�
�
�
　

３
月　

日
（
火
）

30

定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
。

�
�
�
�
　

当
別
米
で
酒
造
ろ

う
会
代
表　

佐
藤　

彰
（
金
沢
・

�
3
―
0
3
2
8
）
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���当別酒米生産研究所　

　　　当別米で酒造ろう会
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���　小学生以上（小学生は保護
者同伴）
���　3月20日（土）　１０時１０分～
１３時
�����　神居尻地区宿泊施設
「やすらぎ棟」前広場
�����　先着100名（かんじきの
貸し出しあり。先着３０名。）
�����　3月10日（水）

����

◎マイカーなどの乗り合わせでお越
しください。

※道民の森活動促進センター（西町）
から、送迎用のマイクロバスも運
行します。

◎歩くスキー用具（ワックスを含
む）、昼食は各自で用意願います。

※豚汁は有料で提供します。
◎当日、任意保険の加入を受け付け
ます。（１人２００円）
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����４月7日（通常開催と異なります。）

　　　　13時～16時
�����　事前に福祉課福祉
係（�3－3019）へ。

����３月11日、３月２５日

　　　　13時～16時
�����　町社会福祉協議会
（�２－２３０１）へ。

����������������

�����������2月1日現在�
 （　）は前月との比較

�����人��������

���������������

������������

������������

��������　道民の森管理事務所　�２－３９１１�
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　１月２５日南区体
育館に全道から各
流派の代表が一同
に集まって開催さ
れた「フルコンタク

トカラテ練成大会」で当別小６年の
渡部 比夏瑠 君が5・6年生の部に参加

ひ か る

し、２０人のトーナメントを見事勝
ち抜き優勝しました。１年生の時
に単純に「強くなりたい」という一
心で空手を始め、週３回札幌のジ
ムに通い練習に励んでいました。
　渡部くんは「プロの格闘家を目指
している。柔道や総合格闘技もし
ています。もっと強くなりたい」と
意欲を燃やしていました。

�������
����

　　初心者歓迎します。
興味のある方は入会しませんか。
���　毎月第２・４木曜
日　１３時～１５時
��　公民館（末広）
��　坂田資宏氏（「原始林」選者）
������　後藤（�３－2546）
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���　～西当別コミュニティーセンター（太美町）　���　～総合保健福祉センター<ゆとろ>（西町）

健康相談（9：30～11：30）���
転倒予防教室（13：30～15：30）���
当別断酒会(18：30～20：30）���

月1

火2
健康相談（9：30～11：30）���
女性がん検診７：２０～8：00(ゆとろで受付)　
　　　　　　　　　→��������	

水3

木4
健康相談（9：30～11：30）���
女性がん検診７：２０～8：00(ゆとろで受付)　
　　　　　　　　　→��������	
検診結果説明会（10：00～15：00）���

金5

土6
日7
健康相談（9：30～11：30）���
4カ月・10カ月児健診  
　　　　　　　　 (13：00～14：00）���

月8

マタニティースクール　　　　　　　　　　
　　　　　　　　（13：00～15：30）���
ツベルクリン反応検査
　　　　　　　 (13：00～13：30）���

火9

健康相談（9：30～11：30）���
リハビリ教室（10：30～14：30）���水10

ＢＣＧ予防接種 （13：00～13：30） ���木11

健康相談（9：30～11：30）���
１歳８カ月・３歳児健診
　　　　　　　（13：00～14：00）���

金12

土13
日14
健康相談（9：30～11：30）���
転倒予防教室（13：30～15：30）���
当別断酒会(18：30～20：30）���

月15

かすみ草の集い（10：30～14：30）���火16
健康相談（9：30～11：30）���
つばさの会（9：30～13：00）���水17

こころの健康相談（要予約）
（13：30～11：30）���木18

健康運動相談（9：30～11：30）���金19
祝20
日21
健康相談（9：30～11：30）���月22

火23
健康相談（9：30～11：30）���
ねこやなぎの会（10：30～14：30）���水24

友遊会（10：30～12：00）���
健康相談（9：30～11：30）���木25

健康相談（9：30～11：30）���金26
土27
日28
健康相談（9：30～11：30）���月29

火30
健康相談（9：30～11：30）���水31

������������������������������������������������������������������������������������������������

� ���� � ���

��������������������
�����９：30～１１：30
祝日を除く毎週月・金曜日 ���

������

4月5日（月）・6日（火）　7：20～8：00
（5日：ゆとろ、6日：西当別コミセンで受付） 

��������	


����������	

4月12日（月）13：00～14：00 ���

�������

4月13日（火）13：00～13：30 ���

※（　）内は受付時間です。

������　福祉課保健サービス係（「ゆとろ」内・�３－２３４６）

つばさの会・こころの健康相談/当別断酒会については
������　つばさの会・こころの健康相談→江別保健所（�011－383－2111）へ。
　　　　　　　当別断酒会→日中は江別保健所(�011－383－2111)、夜間は工藤（�２－２５１０）へ。
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�������対象者には個別に通知します
������������左記医療機関で受診可
���（ジフテリア･百日咳･破傷風）���　
3カ月～90カ月未満児
���（ジフテリア･破傷風)�対�　11･12歳
������　１歳～90カ月未満児
������　１歳～90カ月未満児
�����������

���������　生後0カ月～48カ月未満児
�����

月･金曜日～運動の器具（ウォーキングマシー
ン、エアロバイクなど）が使えます
水曜日～保健師が健康についての相談に応じます
��������心身機能に心配があり、生活
リハビリを受けたい方
���������脳卒中など同じ病気を持
つ仲間と交流や親睦をはかりたい方
���������	
��外出の機会が少な
く家に閉じこもりがちな高齢者
��������介護者のリフレッシュと癒
しの講話を行います
���������～不眠・引きこもり・痴呆・
拒食・過食・アルコール依存・抑うつ・統合失調
症などの専門医が、本人や家族の相談に応じます
������～心の病を抱え在宅で療養して
いる方
������～「お酒｣で悩んでいる方と家族
は一度おいでください

����

������������������

��������������

要予約�����������������

要予約������������������	
��

����������������

������������������
���������	�

要予約���������������
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お
子
さ
ん
の
野
菜
嫌
い
の
相
談
を

よ
く
受
け
ま
す
が
、
中
で
も
、
ほ
う
れ

ん
草
な
ど
葉
も
の
野
菜
が
苦
手
な
子

が
多
い
よ
う
で
す
。
苦
手
な
野
菜
も
、

好
み
の
味
付
け
や
、
細
か
く
切
る
こ

と
で
よ
り
食
べ
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
お
子
さ
ん
の
苦
手
な
野

菜
が
た
く
さ
ん
入
っ
た
料
理
を
紹
介

し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�

豚
ひ
き
肉
＝ 　
�
 
200

大
豆
水
煮
＝　
�100

小
松
菜
＝　
�
（
1
束
）

200

た
ま
ね
ぎ
＝
１
玉 

に
ん
じ
ん
＝�
本

し
い
た
け
＝
４
枚

に
ん
に
く
・
生
姜
＝
各
１
か
け

サ
ラ
ダ
油
＝
適
量

カ
レ
ー
粉
＝
大
さ
じ
３
杯

�
�
�
�
�

ケ
チ
ャ
ッ
プ
＝
大
さ
じ
４
杯

中
濃
ソ
ー
ス
＝
大
さ
じ
４
杯

し
ょ
う
ゆ
＝
大
さ
じ
１
杯

砂
糖
＝
小
さ
じ
２
杯

ス
キ
ム
ミ
ル
ク
＝
大
さ
じ
２
杯

塩
・
コ
シ
ョ
ウ
＝
少
 々 　
　
　
　

�
�
�
�
�

①
小
松
菜
は
ゆ
で
て
水
気
を
切
り
、

細
か
く
刻
む
。

②
に
ん
に
く
・
生
姜
・
た
ま
ね
ぎ
・

に
ん
じ
ん
・
し
い
た
け
は
全
て
み

じ
ん
切
り
に
す
る
。

③
フ
ラ
イ
パ
ン
を
油
で
熱
し
、
に
ん

に
く
、
生
姜
を
炒
め
、
香
り
が
出

て
き
た
ら
、
た
ま
ね
ぎ
、
に
ん
じ

ん
、
し
い
た
け
を
加
え
て
炒
め
、

し
ん
な
り
し
て
き
た
ら
、
ひ
き
肉

を
加
え
て
炒
め
、
パ
ラ
パ
ラ
に
な

る
ま
で
炒
め
る
。

④
パ
ラ
パ
ラ
に
な
っ
た
ら
、
大
豆
水

煮
と
カ
レ
ー
粉
を
加
え
て
炒
め
、

カ
レ
ー
粉
が
全
体
に
混
ざ
り
合
っ

た
ら
、
調
味
料
と
小
松
菜
を
加
え

て
炒
め
合
わ
せ
る
。

⑤
水
気
が
な
く
な
っ
た
ら
、
塩
・
コ

シ
ョ
ウ
で
味
を
と
と
の
え
出
来
あ
が

り
。
ご
は
ん
に
添
え
て
食
べ
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

エ
ネ
ル
ギ
ー
＝　

キ
ロ�
305

（
ご
は
ん
１
皿
分　
�
と
合
わ
せ
る

200

と　

キ
ロ�
）

595
た
ん
ぱ
く
質
＝　
�17.6

脂
質
＝　
�13.4

食
物
繊
維
＝　
�6.5

塩
分
＝　
�2.8

カ
ル
シ
ウ
ム
＝　
�227

鉄
分
＝　
�
　
 

4.5

�
�
�
�
�
�
�
�

　

ス
キ
ム
ミ
ル
ク
を
加
え
る
こ
と

で
、
辛
さ
控
え
め
に
。
ま
た
、
カ
ル

シ
ウ
ム
強
化
に
も
な
り
ま
す
。（
１

皿
で
カ
ル
シ
ウ
ム
１
日
必
要
量
の�

を
摂
取
で
き
ま
す
）
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広
報
「
と
う
べ
つ
」
3
月
号　

平
成　

年
3
月
1
日
発
行　

通
巻　

号　

編
集　

企
画
部
秘
書
課

16

606
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　今年も「あそ雪の広場」で好評だったスノーモ
ビル試乗体験。順番待ちする子ども達を次々と
乗せて河川敷を一周。雪原を駆け抜け肌に感じ
るスピード感、堤防を一気に上がって下るダイ
ナミックな走行。スタート時に一瞬緊張する子
どもの顔もゴールの時にはどの子も爽快感と満
足感でニコニコ顔に。日常の中ではなかなか経
験できない空間にどの子も夢中になっていま
す。そんな楽しい時間を作ってくれているのが
「当別スノーモビルクラブ」の会員です。
　スノーモビルがレジャーとして普及し始めた
昭和６２年に結成してから活動を続けています。
　「結成当時、当別でも個人で楽しむ人が増え
てきて、雪原や林道を走っていたんですが、ス
ピードも伴うし自然環境に影響を与えるようで
は良くないと思い、安全運転やマナー、親睦な
どを目的に仲間を集めてクラブを結成したんで
す」と話すスノーモビルクラブ会長の宮本清美
さん。当時を振り返って「新車は買えないので、
みんな中古を
安く購入して
乗っていまし
たね。やっぱ
り故障なんか
も 多 く て、
ツーリングに
行った山の中
で修理しながら乗ることもよくありました。で
も、モビルに乗って自然を楽しむことは夏場に
は経験できない格別のものがあります」とその

面白みは体験者の
みが語れるらし
い。
　クラブは、「あそ
雪の広場」の手伝
いのほかに年に３
回ほどツアーを計
画して活動してい
ます。「若い人達はスピード感を求める人も多
いんですが、私位になると年齢も上なので、ス
ピードより自然を楽しみながら雄大感を味わっ
て乗っています。若い人から高齢の方まで楽し
める乗り物ですが、楽しむためには安全運転と
マナーを守ること、常に自然環境を大切にする
ことを心がけています。林や小動物を傷つけな
いことはもとより、ゴミの後始末など自然を破
壊しないように会員と常に確認しあっていま
す」と会長が言うようにマナー第一の活動を徹
底しています。
　また、今までにスノーモビルでパラシュート
を付けた人を引っ張り上げる「パラセーリング」
体験や元旦に初日の出ツアーをするなど、ス
ノーモビルを活用した楽しみ方もたくさん体験
しています。「お父さんが乗る姿に憧れて息子
さんがやり始める人も結構いますね。親子のコ
ミュニケーションにも役立っているのでは」と
その楽しみ方もそれぞれです。
　「これからがスノーモビルには最高の季節。
夏から待ち遠しかったモビルを思う存分楽しみ
たいですね」と心弾ます会員のみなさんです。


